










 

別紙 2 

審査基準 

 

Ⅰ 採択案件の決定方法 

提案された企画について以下の評価観点と配点をもとに審査を行い、最も優れた提

案を行った者を採択案件に決定する。 

Ⅱ 審査方法 

企画提案書に基づき、筑波大学旅費関連業務包括的運用支援（旅費手配・計算の運用

支援）に係る審査委員会において、提案書類により審査。また、必要に応じて審査期間

中に提案の詳細に関する追加資料の提出を求めることもある。 

Ⅲ 評価方法 

   評価は、審査委員会の委員が各々評価した採点結果の合計を当該提案者の評価点と

する。なお、仕様書に定める要求事項の基準を満たさない場合は、不採用とする。 

評価項目 評価観点 配点 

本事業への

理解 

（10） 

本事業の目的を正しく把握できているか。 

・出張申請から支払いまで、一連で管理できる仕組みを提

供できているか。提供可能な場合は 5点。 

・特に出張日の重複申請のチェック機能を有しているか。

有している場合は 5点。 

10 

出張管理運

用の支援に

対する提案 

（30） 

部局の組織体系や本学の運用に応じてシステムフローを設

定又は変更できる機能が提案されているか。 

決裁フローが柔軟に設定できる場合は 5点、本学担当者が

自ら決裁フローを変更できる場合は 5点を加点する。 

10 

財務会計システムとの連携は、変更の都度可能であるか。 10 

複数財源の登録、公費・私費の区別等、出張申請及び旅費

計算について、利用しやすい機能が提案されているか。 

行程ごとに申請者が設定できる場合は 5点、申請者以外の

変更操作が可能な場合は 5点を加点する。 

10 

業務支援体

制 

（40） 

問合せ窓口設置やマニュアル作成等、出張者を支援する体

制が敷かれているか。 

問い合わせ窓口を設置している場合は 3点、マニュアル作

成体制が整備されている場合は 3点、 

そのほか、出張者を支援する体制（FAQ、講習会等）を有す

る場合は 4点を加点する。 

10 

情報セキュリティマネジメントがなされているか 

特に優れている場合は 10点、優れている場合は 5点。 

10 



品質マネジメントシステム（ISO9001）に基づくQMS認証

を、契約者又は再委託者が取得し、継続的な品質改善に取

り組んでいるか。 

10 

クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理の国際規

格（ISO/IEC 27017）に基づく ISMS クラウドセキュリティ

（ISMS-CLS）認証 及び IT サービスマネジメントの国際規

格（ISO/IEC 20000）に基づく認証 を、契約者又は再委託

者が取得しているか。 

ISMS クラウドセキュリティ（ISMS-CLS）認証有している場

合は 5点、 

ITサービスマネジメントの国際規格（ISO/IEC20000）に基

づく認証を有している場合は 5点。 

10 

業務実績 

（20） 

本学導入の財務会計システム（（株）ニッセイコム）との

連携実績があるか。 

実績が1件の場合は 5点、2件の場合は 8点、3件以上の場合

は 10点。 

10 

旅費計算業務を委託可能であるか。 

可能であれば 5点、計算精度が優れている場合は 5点を加

点する。 

10 

業務改善提

案（10） 

旅費業務を安定的に支援できる組織体制が敷かれている

か。また、必要に応じて改善案を提案できるか。 

特に優れている場合は 10点、優れている場合は 5点。 

10 

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンス等の推

進に関する

評価 

(6) 

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分（複数の認定等に該

当する場合は最も配点が高い区分）により評価を行う。 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進

法）に基づく認定（プラチナえるぼし認定・えるぼし認定） 

・プラチナえるぼし（※１）＝６．０点 

・えるぼし３段階目（※２）＝５．０点 

・えるぼし２段階目（※２）＝４．０点 

・えるぼし１段階目（※２）＝２．５点 

・行動計画策定済（※３）  ＝１．０点 

※１ 女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定 

※２  女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 

※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない

事業主（常時雇用する労働者の数が１００人以下のもの）に限る（計

画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。○次世

代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企

業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

・プラチナくるみん（※４）＝６．０点 

・くるみん（令和７年４月１日以降の基準）（※５）＝４．５点 

・くるみん（令和４年４月１日～令和７年３月３１日までの基準）

（※６）＝４．０点 

・トライくるみん（令和７年４月１日以降の基準）（※７）＝４．０

6 



点 

・くるみん（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準）

（※８）＝３．５点 

・トライくるみん（令和４年４月１日～令和７年３月３１日までの基

準）（※９）＝３．０点 

・くるみん（平成２９年３月３１日までの基準）（※１０）＝２．５

点 

・行動計画（令和７年４月１日以後の基準） ※３、※１１＝１．０

点 

※４ 次世代法第１５条の２の規定に基づく認定 

※５ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援

対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第

１４６号。以下「令和６年改正省令」という。）による改正後の次世

代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４

条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定 

※６ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省

令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第

１号及び第２号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定により

なお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次

世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号に掲

げる基準による認定（ただし、※８及び※１０の認定を除く。） 

※７ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４

条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定 

※８ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援

対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第

１８５号。以下「令和３年改正省令」という。）による改正前の次世

代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２

条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和３年改正

省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条に掲げ

る基準による認定（ただし、注１０の認定を除く。） 

 

※９ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省

令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第

３号及び第４号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定により

なお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次

世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲

げる基準による認定 

※１０ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支

援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働

省令第３１号。以下「平成２９年改正省令」という。）による改正前

の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成２９年改正省令

附則第２条第３項に掲げる基準による認定 

※１１ 次世代法第１２条の規定に基づく一般事業主行動計画のう

ち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和

６年法律第４２号）による改正後の次世代法第１２条第５項の規定に

基づき令和７年４月１日以後に策定又は変更を行ったもの 

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認

定 

・ユースエール認定＝４．５点 

○上記に該当する認定等を有しない＝０点 

※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人に



ついては、相当する各認定等に準じて評価する。 

※ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価に係る評価基準以下の認定等の中で該当す

る最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を

受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて評価する。 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼ

し認定企業・プラチナえるぼし認定企業）等 

・プラチナえるぼし認定（※１）＝６．０点 

・えるぼし認定３段階目（※２）＝５．０点 

・えるぼし認定２段階目（※２）＝４．０点 

・えるぼし認定１段階目（※２）＝２．５点 

・行動計画策定済（※３）   ＝１．０点 

 ※1 女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定 

 ※2 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 

 ※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働

者の数が１００人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している

場合のみ）。 

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライくるみん

認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

 ・プラチナくるみん（※４）＝６．０点 

 ・くるみん（令和７年４月１日以降の基準）（※５）＝４．５点 

 ・くるみん（令和４年４月１日～令和７年３月３１日までの基準）（※６）＝４．０点 

 ・トライくるみん（令和７年４月１日以降の基準）（※７）＝４．０点 

 ・くるみん（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準）（※８）＝３．５点 

 ・トライくるみん（令和４年４月１日～令和７年３月３１日までの基準）（※９）＝３．０点 

 ・くるみん（平成２９年３月３１日までの基準）（※１０）＝２．５点 

 ・行動計画（令和７年４月１日以後の基準） ※３、※１１＝１．０点 

※４ 次世代法第 15 条の２の規定に基づく認定 

※５ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一

部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第１４６号。以下「令和６年改正省令」という。）

による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条

第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定 

※６ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代

育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号又は令和６年改正省令附則第

２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前

の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による

認定（ただし、※８及び※１０の認定を除く。） 

※７ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４



号に掲げる基準による認定 

※８ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一

部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１８５号。以下「令和３年改正省令」という。）

による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２

条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和３年改正省令による改正前の

次世代育成支援対策推進法施行規則第４条に掲げる基準による認定（ただし、注１０の認

定を除く。） 

※９ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代

育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号又は令和６年改正省令附則第

２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前

の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による

認定 

※１０ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等

の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改正省令」

という。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成２９年改正省

令附則第２条第３項に掲げる基準による認定 

※１１ 次世代法第１２条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を

改正する法律（令和６年法律第４２号）による改正後の次世代法第１２条第５項の規定に基

づき令和７年４月１日以後に策定又は変更を行ったもの 

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

・ユースエール認定＝４．５点 

○上記に該当する認定等を有しない＝０点 
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様式第５号

（申請者）

　5-1　出張管理運用の支援
5-1-1　運用の構成、保守、セキュリティに係る包括的業務要件

5-1-1-1　支援業務全体に係る基本要件

5-1-1-1-1

請負者は、本学の業務フロー（資料A）、国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則、並びに本学が定め
る旅費関連の業務マニュアルその他運用上の定め（以下旅費規則等と言う。）に沿った出張管理が可能となる仕組
みを提供するとともに、業務の効率化を図るため、チケット手配及び出張全体を統合的に管理できる仕組みを構築する
こと。

5-1-1-1-2

本業務において取り扱うデータは、クラウド環境上に保存・処理すること。ただし、その際には、本学が定めるクラウドサー
ビス利用のためのガイドラインに準拠し、情報セキュリティ、個人情報保護、アクセス管理、データの保管・消去等に関し
て、同ガイドラインが定める要件を全て満たすこと。なお、クラウドサービス利用のためのガイドラインの交付を求める場合
には、機密保持誓約書（様式第６号）を提出したものに提供することとする。

5-1-1-1-3
出張管理におけるユーザー管理及び出張者情報の取扱いについては、原則として本学の財務会計システムに登録され
たマスタデータ（担当者コード、担当者名、所属名称、職階等）を活用するものとし、別途個別にユーザー情報及び
出張者情報を登録・保守する必要がない構成とすること。

5-1-1-1-4
利用者が認証後に最初にアクセスする画面等において、請負者からの連絡事項や本学が作成した通知等を掲示でき
る機能を有すること。ただし、最初にアクセスする画面以外に通知等を提示する場合は、プッシュ通知機能を有するこ
と。

5-1-1-1-5

財務会計システムとの連携にあたっては、本学の指示により本学担当者と詳細な打合せ等を行うこと。本学の財務会
計システムはオンプレミス環境で運用しており、ファイアウォール内側に設置しているため、直接アクセスすることはできな
い。接続はリバースプロキシによる方式を想定しており、リバースプロキシサーバーは本学が用意するものとする。なお、そ
れ以外の接続方式を採用する場合は、調整の上、通信を確立するために必要な機器等を本調達に含めること。

5-1-1-1-6

財務会計システムとのデータ連携に当たっては、クラウド環境上での連携処理に対応していること。連携方式は問わない
が、必要なデータを本学の財務会計システムと適切かつ確実に連携できる構成とすること。
また、旅費精算に係る計算データについては、出張申請承認後及び出張報告書の承認後に必要なタイミングで、速や
かに財務会計システムと連携できる仕組みとし、連携処理の完了履歴や通信ログ等は、ファイルとして保存され、確認
可能であること。
なお、クラウド環境の利用に際しては、前項に定めるクラウドサービス利用に関するガイドラインに準拠し、情報セキュリ
ティ、アクセス制御、操作ログの保存等に十分配慮した設計とすること。

5-1-1-1-7 データ連携の不具合時等に対応できるよう、財務会計システム用の旅費精算データをCSVファイルとして出力できる機
能を有すること。

5-1-1-1-8 本学所管の財務会計システムとの連携及びセキュリティ対応については、十分な対策を考慮し、その説明を提示するこ
と。

5-1-1-1-9 システムテストを実施する前には、画面単位でのテスト、本学の業務フロー（資料A）に沿ったテストを実施すること。
なお、これらの対応に必要な費用は、本請負に含めるものとする。

5-1-1-1-10 システムテスト完了時には、テスト結果をテスト結果報告書としてとりまとめ、本学に提出すること。

5-1-1-1-11

請負者は、指定する時期に本学職員が検証を行うに足りる質及び量のテストデータを用意して、実際に操作し、ユー
ザー情報が連携可能かどうかを含めて機能検証が実施できる環境を準備すること。
なお、検証の結果、機能の不備が発見された場合には、速やかに機能の修正を行うこととし、これらに要する全ての費
用は、本請負に含めるものとする。

5-1-1-1-12 5-1-1-1-1 を前提とした上で、本運用開始までに、運用支援内容及びシステムを利用する場合には、ネットワーク構
成並びにセキュリティ対応に関する説明資料及び概要図を提出すること。

5-1-1-1-13
障害に対する保守運用体制、障害発生時の本学への連絡体制、障害時の対応方法及び日常保守方法が完備さ
れていること。
システム保守は、定期的又は計画的なスケジュールで実施する運用形態であること。

5-1-1-1-14 5-1-1-1-13の対応に必要な費用は、本請負に含めるものとする。
5-1-1-1-15 運用に伴い情報セキュリティインシデントが発生した場合は、本学へ報告し、本学と協議の上対応すること。

筑波大学旅費関連業務包括的運用支援（旅費手配・計算の運用支援）

5　旅費関連業務包括的運用支援の範囲と要求事項

追加参照資料仕様回答 資料仕様



追加参照資料仕様回答 資料仕様

5-1-1-1-16 出張申請データ、出張報告書データ、旅費計算データ、ログの各種データを保存する期間は、契約期間内とし、本学
の求めに応じてデータの提出が可能であること。

5-1-1-1-17 本契約期間終了後、クラウド上にある出張データ等は、本学の指定する形式で本学に移行した上で、本学が別途指
定する期日までに、復元できない方法を用いて全て消去し、消去したことを証明すること。

5-1-1-2　出張申請支援に係る基本要件

5-1-1-2-1 サーバを利用する場合の設置場所は、十分な耐震性を持ち、停電対策がなされ、静脈認証等による高度な入退出セ
キュリティが確保された国内のデータセンターであること。

5-1-1-2-2
ホスティング、ハウジングサービス等を利用する場合は、システムに対する物理的安全性、安定性、セキュリティ等が十分
に保たれているかを考慮し、その説明資料を提示すること。
なお、請負者保有のハードウェアを利用する場合にも、上記に準じて説明資料を提示すること。

5-1-1-2-3 ホスティング、ハウジングサービス等を利用する際は、その契約内容をあらかじめ本学に提示すること。

5-1-1-2-4 本学の出張申請するユーザーは、最大5,000名程度、最大同時接続ユーザー数は 1,000名程度を想定し、最大
負荷時においても、利用者がストレスを感じない応答速度（5 秒以内）を確保すること。

5-1-1-2-5 出張申請者のユーザー数の増加や処理データ量の増加に対して、機器の増設や更新、スケールアップなど各種設定の
変更等により、全体の機能を低下させることなく運用が可能であること。

5-1-1-2-6 電子決裁機能及びPDF、PNG、JPG等の形式を含む複数の電子ファイル添付に対応した運用であること。

5-1-1-2-7 出張管理は、原則として24時間申請及び管理が可能であり、保守作業等の特段の事情がない限り、常時運用可能
であること。

5-1-1-2-8 出張管理は、学内のネットワーク環境から Web ブラウザを用いてアクセス可能であること。また、IPアドレスによるアクセ
ス制限機能を有すること。

5-1-1-2-9 出張管理は、動作対象とする Web ブラウザは、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Google Chrome 及び
Apple Safariの最新版で利用できること。

5-1-1-2-10

Web ブラウザの仕様が更新された際には、当該仕様に対応する改修を Web ブラウザ仕様更新のリリース日以降でき
る限り速やかに行うこと。
また、Web ブラウザの大幅な仕様変更等により、旅費申請の際、深刻な障害が発生した場合は、できる限り速やかに
改修を行うこと。
また、本学における利用状況への影響が懸念される場合は、Web ブラウザのバージョンアップ等を行う前に本学と協議
を行うこと。

5-1-1-2-11 画面上に、外部サイトへ遷移するためのボタンを追加できること。

5-1-1-2-12 入力項目間の移動は、マウスだけでなくTabやEnterキー等を使って入力順に入力欄を容易に移動できる機能を有す
ること。

5-1-1-2-13 本支援に関する、ヘルプ対応、操作マニュアル、操作説明動画を、提供すること。ただし、操作説明動画については、デ
モンストレーション時の撮影動画をもって代えることも可とする。

5-1-1-2-14

常に最新のセキュリティパッチが当てられウイルス対策が保たれ、適切なファイアウォールやWAF(Web Application
Firewall)の機能を有し、不要ポートは閉じられ、不要サービスはインストールされず、本学と請負者以外の第三者には
情報が見えない措置が講じられる等、個人情報を含む全ての情報が改ざん、削除、漏洩せず、また両システムの運用
に支障が及ぶことのない様に十分な対策が講じられていること。

5-1-1-2-15 コンピュータウィルスやスパイウェアの感染を検出し、駆除が可能な機能を有すること。駆除した際には本学に通知又は
連絡をすること。

5-1-1-2-16
個人情報の管理状況を確認するため、本学が実施する監査を要求した場合は、これを受け入れること。なお、これらの
対応に必要な費用は、本請負に含めるものとする。ただし、大幅なシステム改修やシステムの脆弱性診断等、通常の
監査対応を超える作業が必要な場合は、その限りではない。

5-1-1-2-17
災害や攻撃等によりデータが消失しない様にバックアップを取ること。
また、バックアップは日々行うものとし、保管場所は、システムと同等のセキュリティが確保された場所とした上で、バックアッ
プファイルの暗号化を実施すること。

5-1-1-2-18 システム障害時又は本学の要請により、バックアップ時までのデータ復元を行うこと。
5-1-1-2-19 バックアップについては、世代管理の機能を有すること。

5-1-2　旅行代理店業務及びチケット手配機能
5-1-2-1 チケットは、出張申請データの出張申請情報を経由し、手配できること。

5-1-2-2

出張申請とチケット手配情報の紐付け管理機能を備えること。
また、チケット手配情報は出張申請に自動又は手動で反映することができ、旅費計算において、基礎データとして利用
できること。
なお、出張者、申請者及び承認権限者は、チケット手配内容を出張申請状況で確認できる機能を有すること。



追加参照資料仕様回答 資料仕様

5-1-2-3

チケット手配は、パソコンから迅速かつ確実で、便利に手配できること。
また、チケット手配は、少なくとも以下の事項に係るオンライン予約を含むこと。
①新幹線・JR 特急（JR 東日本提供　えきねっと　で手配可能なもの）
②国内航空機（日本航空及び提携航空会社、全日空及び提携航空会社）
③海外航空機（事前に予約手配できる航空会社）
④国内宿泊施設及び海外宿泊施設（海外宿泊施設の法人手配プログラムを通じた予約を含む）
⑤国内パック旅行

5-1-2-4

チケット手配は、5-1-2-3 による手配の他、オペレータによるチケット手配が迅速に行えること。オペレータによるチケット
手配は、専門知識を必要とする海外航空機や海外宿泊施設等の海外旅行に関するものに対応できること。
また、オペレータによるチケット手配を依頼した場合、内容の経過や状況を確認できること。
なお、オペレータによるチケット手配の依頼がされた日から起算して 2営業日以内に、出張者及び代理入力者へ手配
の結果を回答すること。

5-1-2-5 出張申請の代理者が自身の出張申請画面を経由して、チケットの代理手配が可能であること。

5-1-2-6
出張者がチケット手配システムを利用して手配した場合は、システム上で発券した内容と、利用実績を照合できる機能
を有すること。
ただし、コンテンツの特性上、利用実績を取ることができない場合は、この限りではない。

5-1-2-7 出張者がチケット手配システムを利用して手配した場合は、出張者が代金を支払うことなく予約・発券できる機能を有
すること。

5-1-2-8
チケット手配システムの利用状況・実券発行状況を把握できる機能を有すること。また、チケット手配システムにおいて蓄
積された取引データについては、部局等の単位で集計・分析を行える機能を有すること。当該分析は、請負者が独自
に提供する BI レポート又は分析ツールにより実施できるものであること。

5-1-2-9 チケットの他、依頼者の希望に基づき、査証の代行取得等、通常の旅行代理店の業務サービスを行うことができるこ
と。
出張に係る新幹線、JR特急、航空機、宿泊施設の予約・手配については、以下の要件を満たすこと。
1　予約全般
全ての交通・宿泊手配について、オンライン予約機能を有し、変更・取消はWeb、電話等の手段により対応可能であ
ること。請負者が準備する予約画面を通じて操作が行えること。
2　新幹線・JR特急
JR東日本えきねっとで手配可能な列車は、請負者提供の画面を通じて予約できること。発券、変更、取消は、各鉄
道事業者の指定方法に従うこと。
3　国内航空機
日本航空、全日空及び提携航空会社については、電子チケットにより搭乗できるオンライン予約機能を備えること。変
更・取消はWeb、電話又は航空会社窓口にて対応可能であること。
また、座席クラスの制限ができること、及びその制限に応じた航空券が表示されること。
4　海外航空機
事前に予約可能な航空会社については、請負者が準備する画面を通じて手配が可能であり、複数の航空会社からの
選択ができること。また、オペレータによる手配・Web上での手配の両方に対応すること。搭乗券の発券、変更・取消
は、各航空会社の指定する方法によること。
また、座席クラスの制限ができること、及びその制限に応じた航空券が表示されること。

5　国内宿泊施設
オンライン予約機能を有し、請負者が準備する画面を通じて手配ができること。宿泊施設の変更・取消は、各施設が
定める方法によること。
また、宿泊費の上限額を任意に設定できること、及びその上限額に応じた宿泊施設が表示されること。さらに、クオカード
等のインセンティブを除外した宿泊条件の表示が可能であること。上限額や宿泊条件は、本学にて任意に設定できるこ
と。
6　国内パック旅行
オンライン予約、請負者が準備する画面を通じて予約手配できること。

5-1-3　承認機能・管理機能

5-1-3-1 部局単位で承認ルートが設定できる機能を有すること。また、承認階層の最大数は 10 段階以上であること。さらに、
出張申請及び出張報告書については、それぞれ別個に承認ルートを設定できる機能を有すること。

5-1-3-2 承認権限設定は画面からの入力とCSV ファイルによる一括登録が可能なこと。
5-1-3-3 登録及び取消したデータの操作履歴や承認履歴を保持し、随時確認できる機能を有すること。

5-1-2-10



追加参照資料仕様回答 資料仕様

5-1-3-4 出張申請者等が出張申請したデータは、本人が退職等でユーザー情報を喪失した場合でも、そのデータの引き継ぎを
受ける者が設定でき、最終手続きまで行うことが可能な機能を有すること。

5-1-3-5
出張申請等の登録情報を一意の番号で管理し、登録時に年度別に自動採番する機能を有し、財務会計システムへ
データ連携できること。
なお、登録したデータを年度別に管理（検索・CSV ファイル出力）することができる機能を有すること。

5-1-3-6
出張申請者等が出張申請した場合、出張者等が所属する部局の事務担当者に対して、通知を行う機能を有し、以
降は承認フローに沿って、次の承認者に通知をする機能を有すること。
なお、承認されず差し戻しされた場合は、それ以前の承認者及び出張申請者等にその通知をする機能を有すること。

5-1-3-7 出張申請者等が申請した出張について、承認者が個別に又は一括して承認できる機能を有すること。
また、処理済のデータ履歴についても、一覧で確認できること。

5-1-3-8 出張申請者等からの出張申請を差戻した場合、出張申請者等が出張申請システムを展開した時点で差戻された案
件があることが分かる機能を有すること。

5-1-3-9 出張申請者等からの申請データを事務担当部署において修正できる機能を有すること。
5-1-3-10 申請者や承認権限者は、直上の承認者の承認前には、申請データを取り下げ、修正できること。
5-1-3-11 出張申請について、承認後に承認者が、承認取消が行え、承認差戻機能を有すること。

5-1-3-12 服務監督者等が決裁中又は承認したデータに対して、出張申請者等の発生源での修正は不可とする機能を有するこ
と。

5-1-3-13 出張申請及び出張申請内容と出張事実に相違がないことの確認（以下、出張報告という。）で添付された電子デー
タの内容を画面で確認できる機能を有すること。

5-1-3-14 出張者が申請内容を変更して出張した場合の旅行命令変更の決裁は、変更内容が視覚的に認識できる機能を有
すること。

5-1-3-15 出張者による出張報告後は、旅費事務担当者等の電子決裁ができる機能を有すること。

5-1-3-16
出張後、行程等に変更があった場合、出張者等が変更の入力を完了すると、画面上に変更した旨を表示する機能を
有すること。
なお、変更入力完了後は、服務監督者等の電子決裁ができる機能を有すること。

5-1-3-17 個人情報の編集、承認権限設定、インフォメーション管理、申請データ一覧の出力など、利用可能な機能及びアクセ
ス可能なデータの権限管理で制御することができ、アクセス権限を有しない者からの不正アクセスを遮断できること。

5-1-3-18 権限管理の設定は、画面からの入力と CSV ファイルによる一括登録が可能なこと。
5-1-3-19 ユーザーの基本情報について、パスワード等、特定の項目を非表示にできる機能を有すること。
5-1-3-20 システムを稼働させるにあたり、必要な権限設定作業を行うこと。

5-1-4　出張申請機能

5-1-4-1
出張申請は、区分に分類できること。
分類については、本学と協議の上決定する。
区分例：内国旅費、外国旅費

5-1-4-2

出張申請時においては、本学の財務会計システムからログインし、選択可能な予算情報を、申請画面上で選択できる
こと。
予算情報の取得・反映方法については、本学の財務会計システムとの連携を前提とし、出張申請時に適切な予算を
選択・登録できる仕組みが構築されていれば、連携手段は問わない。
なお、選択された予算情報は申請データと一体として管理され、財務会計処理との整合性が確保されること。

5-1-4-3
入力画面構成は、出張申請システム利用者の操作性を重視し、また必要な情報を一画面で容易かつ的確に一覧と
して確認できる表示機能（画面の縮小・拡大、項目の表示・非表示等）を有すること。
特に出張申請画面と出張報告画面は、直感的に入力できるような機能を持つこと。

5-1-4-4

出張申請及びチケット手配の入力画面は、ユーザーが容易に操作できる構成とし、視認性及び操作性に優れた画面
設計であること。
また、出張申請時にチケット手配システムを円滑に利用できるよう、当該システムへの誘導を主とするメニュー構成とし、
他の選択肢と明確に区別して表示されていること。

5-1-4-5 出張申請者等が出張申請を行う画面は、Web ブラウザの文書入力機能を利用した入力を基本として、チェックボック
ス、ドロップダウンリスト、入力補助や、カット＆ペースト及びコピー＆ペーストを活用できる機能を有すること。

5-1-4-6

出張申請者が出張申請する際に、本人に代わり他の教職員が代理者として申請できる機能を有すること。
また、代理申請する者は、本人が持つ財源等の条件が全て引継がれ、代理申請者が申請した出張申請のデータは、
代理依頼した本人も確認・修正等ができること。
なお、代理申請者の設定は、本学財務会計システムの設定に依存する。



追加参照資料仕様回答 資料仕様

5-1-4-7

同一の予算管理者から申請権限の付与を受けた複数の代理申請者が存在する場合においては、一方の代理申請
者が作成・提出した出張申請について、他の代理申請者も当該申請内容を閲覧・編集・処理できる機能を有するこ
と。
この機能により、代理申請者間で出張申請情報を共有し、申請内容の修正・更新等を相互に行える体制を確保する
こと。

5-1-4-8 出張申請者等及び旅費計算担当者が連絡事項を入力するためのテキスト入力機能及び出張申請者等及び旅費計
算担当者が画面にてその内容を参照することができる機能を有すること。

5-1-4-9 申請の一覧を表示する場合は、一時保存、他処理者が処理中の申請、申請者へ差戻、処理済申請等のステータス
を区別して表示できる機能を有すること。

5-1-4-10 出張申請時において、出張申請の入力者は出張者であることを標準とし、必要に応じて、出張者を変更できる機能を
有すること。

5-1-4-11 出張者を出張申請者等が任意で変更できること。また、出張者を名前等で検索できること。

5-1-4-12 出張申請時の処理状況について、出張申請者等、旅費計算担当者等が容易に確認できるとともに同一データを共有
できる機能を有し、各処理が行われた日時が記録、表示できること。

5-1-4-13 旅費申請に当たっては、申請者自身又は代理申請者による旅費計算に必要な経路入力を必須とすること。

5-1-4-14 出発日・帰着日・発着場所をもとに経路検索を行い、その結果を各入力欄に自動反映できること。

5-1-4-15

出張申請において、出発地、出張開始日と終了日、日程（移動日、用務地、用務先名、用務内容、備考）、謝金
の支払いの有無、パック旅行の有無、航空機利用、レンタカー利用、各日日帰り、自宅宿泊の有無、打切り額、先方
負担の有無、備考、等の入力ができること。
なお、これらの項目は、旅費規則等の改正内容に応じて柔軟に対応できる設計であることとし、改正が行われた場合に
は、本学の定めに従い速やかに反映できること。
さらに、出張の行程ごとに財源情報を選択及び入力できる機能を有すること。加えて、日程入力時において、任意に日
程行数の追加及び削除ができること。

5-1-4-16 出張申請時の発着地は、本学のキャンパス又は全国の市区町村から選択又はテキスト入力できる機能を有すること。

5-1-4-17 申請中のデータを一時保存する機能を有すること。
5-1-4-18 出張申請システムの画面上で、出張申請や出張報告などの未処理・処理済の件数を表示できること。
5-1-4-19 入力項目に必須条件を設定できる機能を有すること。

5-1-4-20 出張申請者等が出張申請する際は、予算管理者が財務会計システムで執行権限を持つ予算から単独又は複数選
択できること。

5-1-4-21
出張申請者等が出張申請する際に、出張者等がチケット手配システム外で航空券等を手配している場合は、その手
配額を入力できること。
なお、その手配額を出張者等又は手配を行った代理店への支払額として精算できること。

5-1-4-22 添付ファイルや出張届、報告書、計算書などの帳票をプレビュー表示し、その画面から印刷及びダウンロードができるこ
と。

5-1-4-23 日付の選択は、直接入力及びカレンダーによる入力の両方の機能を有すること。
5-1-4-24 過去の日付に遡り出張申請等が入力できる機能を有すること。
5-1-4-25 出張申請等を行った日付やユーザーを記録する機能を有すること。

5-1-4-26 出張申請データを複写して新たな申請の入力ができる機能を持つこと。
また、データ複写後は、出張者、財源等の全データを変更できる機能を有すること。

5-1-4-27 旅費の支給が伴わない旅行についても、出張申請ができる機能を有すること。

5-1-4-28 出張申請者等が出張申請する際に、旅行期間が重複している場合は、申請画面上で警告を表示できる機能を有す
ること。

5-1-4-29 出張申請は、用務の関係資料等をファイル添付できる機能を有すること。
5-1-5　出張報告機能

5-1-5-1 出張完了後、出張報告及び証拠書類の提出を管理する機能を有すること。また、出張申請者等及び旅費計算担当
者が、出張報告を行っていない出張申請の一覧を確認できること。

5-1-5-2 出張終了日の翌日以降に、出張報告及び証拠書類の提出を促す注意喚起が表示されること。

5-1-5-3 出張報告は、出張者が旅行命令に沿った出張をした場合には出張報告を、出張に変更があった場合には変更申請で
きる機能を有すること。

5-1-5-4
出張報告の入力画面は、Web ブラウザの文書入力機能を利用した入力を基本とするが、入力項目があらかじめリスト
対応できるものはドロップダウンリストにより選択できる機能を有すること。
また、カット＆ペースト及びコピー＆ペーストを行えること。

5-1-5-5 報告年月日は、出張報告の申請した日を自動で設定すること。



追加参照資料仕様回答 資料仕様

5-1-5-6

出張完了後、出張者、部局担当者、旅費計算担当者等が、本学の定めた部局ごとの処理フローの順で承認し、次の
承認者へ通知できる機能を有すること。
出張者が出張報告を行うと旅費計算の依頼がなされたとみなし、部局担当者等において、確認できる機能を有するこ
と。
また、旅費計算担当者が旅費計算を完了した後は、出張者に通知し、出張者が請求額を確認する機能を有するこ
と。
なお、仮払をしていた場合は、旅費精算を部局担当者等で確認できる機能を有すること。

5-1-5-7
出張の変更申請を行う場合には、画面上に表示している出張申請に、上書きすることができ、出張申請者等が、変更
箇所の入力が行える機能を有すること。
なお、変更履歴の保持又は変更前後の差分を把握できる機能については、別途協議の上決定する。

5-1-5-8
出張報告においては、出張申請時に登録された情報事項（出張者所属、出張者職名・氏名、用務先、用務内容、
旅行期間、財源情報）が自動的に反映・表示すること。
なお、当該情報が出張申請の変更によるものである場合は、変更後の内容を反映すること。

5-1-5-9
出張報告においては、出張に係る交通費（バス代、タクシー代等）及び諸雑費等の実費を入力・登録できる機能を
有すること。
登録された費用情報は、旅費計算機能に連携し、旅費精算処理に反映できること。

5-1-5-10 出張報告は、用務の関係資料や領収書等をファイル添付できる機能を有すること。
5-1-6　旅費計算機能

5-1-6-1 出張者の申請内容に沿った出張により発生した、航空券等手配額又は領収書等に基づき、旅費規則等に準拠した
算定方式で旅費計算ができる機能を有すること。

5-1-6-2 自動計算機能及び旅費調整処理については、利用者が業務フローに沿って容易に入力・確認できる構成とし、画面
設計は視認性及び操作性に十分配慮したものとすること。

5-1-6-3 複数の予算を使用する場合は、使用する予算ごとに旅費計算を行い、財源ごとの計算結果を表示できる機能を有す
ること。

5-1-6-4
仮払を行った旅費のうち、旅行命令の内容と実際の出張が一致し、精算差額が生じない場合には、当該仮払額での
精算処理（セロ精算）ができる機能を有すること。
また、この場合においても、旅程等の変更があったときは、再計算ができる機能を有すること。

5-1-6-5 旅費の減額等の調整ができる機能を有すること。
5-1-6-6 5-1-7-4 の旅費計算書には、5-1-3-5 の番号が表示できる機能を有すること。
5-1-6-7 旅費計算を行った旅費計算担当者を本システム上又は旅費計算書に表示できる機能を有すること。

5-1-6-8
申請者及び承認者は旅費計算を行う際に、出張の行程ごとに財源情報の修正ができ、旅費計算担当者は、財源毎
に勘定科目を選択できること。また、これらの財源情報及び勘定科目等は、財務会計システムに引きぐことができ、同シ
ステムに設定されている財源情報等と連動していること。

5-1-6-9 出張の行程に、公務とは関係ない出張者の私的利用分が含まれる場合は、出張申請システムにおいて、該当事項を
私費として取り扱い、公費分と分けて入力・表示する機能を有すること。

5-1-6-10 仮払を行った旅費のうち、出張申請に沿った出張でなかった場合には、差額計算ができ、旅費の追給又は返納の処理
ができる機能を有すること。

5-1-6-11 消費税区分は、本学の財務会計システムと同一の項目設定とし、消費税区分の追加・変更等に対応可能な機能を
有すること。

5-1-6-12 消費税の計算後は、旅費計算書において、課税、非課税及び不課税の区分ごとに計算結果を表示できる機能を有
すること。

5-1-6-13

利用区間等により料金などを定めるマスタを事前登録することができ、事前登録した行程を選択した場合は、出張申請
者等による旅費の自動計算ができる機能を有すること。
なお、当該マスタは、全体更新、部分修正ができる機能を有すること。加えて、当該マスタは、機能そのものについてアク
セス制限が可能であること。

5-1-6-14
経路案内プログラム（駅すぱあと、ジョルダン等）が組み込まれており、全ユーザーが、旅費計算時に当該経路案内プ
ログラムで経路や運賃を検索・閲覧することができること。その検索結果については、全ユーザーが選択の上、旅費計算
に反映できること。

5-1-6-15 職位別及び地域別に定める日当、宿泊料等のマスタを事前登録する機能を有すること。なお、当該マスタは、全体更
新、部分修正ができる機能を有すること。加えて、当該マスタは、機能そのものについてアクセス制限が可能であること。

5-1-6-16
各種コード等をマスタ化できること。
なお、当該マスタは、全体更新、部分修正ができる機能を有すること。加えて、当該マスタは、機能そのものについてアク
セス制限が可能であること。



追加参照資料仕様回答 資料仕様

5-1-6-17 部局担当者及び旅費計算担当者が、各出張申請に対して、進捗状況や督促履歴等の記録し共有できるメモ機能を
有し、帳票には出力しない機能であること。なお、出張申請発生直後から、最終承認前まで使用可能であること。

5-1-6-18
旅費支給額が確定したときは、支払先（請負者、その他業者、出張者）の振り分け機能を有し、振り分けた結果に
基づいて集計額を表示・出力できること。
なお、出張申請機能及び帳票における支払先の表記等については、本学と協議の上、定めること。

5-1-6-19 外国人出張者等に対しては、外国送金又は、滞在中の現金支給（代理受領を含む）による支払方法を選択できる
こと。

5-1-6-20 交通費並びに日当及び宿泊料のほか、旅行雑費に係る金額を記載できる機能を有すること。
5-1-6-21 通勤手当を控除する機能を有すること。

5-1-7　出力帳票機能

5-1-7-1

帳票の構成については、公告日時点で本学が使用している出張届及び出張報告書を踏襲しつつ、本学の指定する
帳票を表示・出力できること。
なお、帳票の構成に当たっては、国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則に定める様式に準拠し、本学と
詳細な打ち合わせの上で決定すること。

5-1-7-2 各種帳票は、申請画面に入力された出発地・用務地及び各最寄り駅等を表示・出力できること。
また、出張内容に変更があった場合、同帳票内で変更した内容を視覚的に認識できること。

5-1-7-3 各種帳票は、私費を分離して表示・出力できること。
また、チケット手配機能を利用して手配した行程が視覚的に認識できること。

5-1-7-4
申請者及び承認権限者は、旅費計算完了後、出張申請システム上で当該計算結果を旅費計算書として閲覧及び
出力できること。
また、旅費計算書で財源及び私費の計算結果を表示できる機能を有すること。

5-1-7-5
精算処理されていないデータ及び出張報告が完了していないデータについて、そのリストを閲覧及び出力可能であるこ
と。
なお、そのリストの項目には、申請番号、所属、氏名、出張期間、用務先を含むこと。

5-1-8　検索機能

5-1-8-1

出張申請者等において、自身が申請した出張、自身が代理者となっている者の出張について、旅費区分、申請番号、
申請者所属、申請者氏名、出張者所属、出張者氏名を組み合わせて検索することができ、一覧形式で表示する機
能を有すること。
また、検索結果の項目を任意に指定することができ、CSV ファイルで一括して出力できる機能を有すること。

　5-2　業務支援体制

5-2-1 請負者は旅行業法第 3 条による観光庁長官の登録を受けた者であること。
加えて、過去 3 年間に国立大学と、本請負と同種の出張旅費業務委託の契約実績があること。

5-2-2 本学教職員の出張環境に合った、入力画面のユーザーインターフェース、項目間の整合性チェックの企画立案を行うこ
と。

5-2-3

本支援業務における導入・運用管理の体制構築については、本仕様書に従って行い、各項目のレイアウト、画面設
計、帳票設計、運用体制の構築等の詳細については、請負者のみの判断では実施せず、本学と緊密に連携の上決
定すること。
なお、本件は、システムを活用した旅費業務の支援を想定しているが、業務効率化や内部統制の確保等、本学の目
的が達成されるのであれば、システムを使用しない代替的な支援手法による提案も可とする。その場合も、提案内容の
詳細については、本学との協議を通じて調整・確定すること。
また、業務開始後においては、運用状況に応じて本学との協議に基づき、運用改善の提案を随時行うこと。システムを
使用する場合は、必要に応じて機能の改修等を提案すること。

5-2-4 本学の指示に基づき、導入システムに沿ったユーザー登録、権限設定、各種マスタ登録を行うこと。

5-2-5

両システム導入後、操作方法等不明な点を問い合わせできるヘルプデスクを設置し、システムに関する技術的な問い
合わせに迅速かつ適切な対応をすること。問い合わせ内容等を整理し報告するとともに、対応方法を記載したＱ＆Ａ
を作成すること。
問合せ者と同じ画面を閲覧できること。請負者の営業部門へ確認が必要な場合はヘルプデスクから直接連絡をとり対
応すること。

5-2-6 本学と連携の上、ユーザー区分（申請者（簡易版と詳細版）、旅費計算担当者、承認権限者、管理権限者）に
合わせた操作マニュアルを作成すること。

5-2-7 操作マニュアルは、業務の流れと関連づけて作成すること。また、操作マニュアルの追加及び修正は、速やかに適宜行う
こと。

5-2-8 ソフトウェアのバージョンアップによりシステムの操作に利用する運用に変更が生じるときは、速やかに操作マニュアルの改
訂版を提供すること。



追加参照資料仕様回答 資料仕様

5-2-9

請負者は、操作マニュアルの教職員周知を図るための説明会を本学と協議の上で企画（説明内容、開催時期・回
数、開催方法等を含む）し、実施すること。
また、本学で実施する本委託業務に係る研修会への協力体制を整えること。なお、説明会又は研修会について、本運
用開始前に実施すること。実施時期や回数、実施方法等について、本学と協議の上で実施すること。

5-2-10

請負者は、事前に本学の承諾を得た場合に限り、委託業務を第三者に再委託（再委託先が請負者の子会社（会
社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）す
ることができる。この場合において、請負者は、当該委託業務を遂行する能力を有しない者を選定することがないよう、
必要な措置を講じなければならない。
請負者は、上記に基づき本学の承認を得ようとする場合には、再委託の内容、再委託先、その他再委託先における
管理方法等を書面（様式第４号）で本学に提出しなければならない。

5-2-11
5-2-10により請負者から再委託を受けた者は、請負者が履行すべき義務と同等の義務を負うものとする。請負者は、
その旨明記した書面を、請負者及び再委託を受けた者との連名で本学に提出するものとする。なお、請負者から再委
託を受けた者が再々委託する場合について準用する。

5-2-12

請負者は、再委託の相手方に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行
状況について報告を行わせる等、適正な履行の確保に努めること。
また、請負者は、本学が本請負の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、その履行状況について本学に
対し報告すること。

5-2-13
請負者は、本学のセキュリティポリシーに従い、請負者組織全体のセキュリティを確保すると共に、本請負の実施におい
て情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
本学以外で作業を行う場合も、本学のセキュリティポリシーに従い、情報セキュリティを確保できる環境において行うこと。

5-2-14
請負者は、本学からの求めがあった場合に、請負者の資本関係・役員等の情報、作業の実施場所に関する情報、作
業従事者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格、研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供は、必要
に応じて協議の上決定すること。
請負者は、本請負の実施において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を文書又は電子データにて報告すると
共に情報セキュリティが侵害され又はその恐れがある場合には、直ちに本学に報告すること。
これに該当する場合には、以下に示す事象を含む。
・本学より請負者に提供した本学の情報及び本学より請負者にアクセスを認めたシステム内における本学の情報の外
部への漏えい及び目的外利用
・請負者による本学のその他の情報へのアクセス
情報セキュリティの侵害又はその恐れがある事象が本請負の業務中及び契約不適合責任の期間中に発生し、その事
象が請負者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、請負者の責任及び負担において以下に示す項目
を速やかに実施すること。
・情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、本学の承
認を得た上で実施すること。
・発生した被害の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、本学へ提出して承認を得るこ
と。
・再発防止対策を立案し、本学の承認を得た上で実施すること。
・上記の外、発生した情報セキュリティ侵害について、本学の指示に基づく措置を実施すること。

5-2-17

本請負の実施における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、本学が情報セキュリティ監査の実施を必要
と判断した場合は、本学がその実施内容（監査内容、対象範囲、実施方法）を定めて、情報セキュリティ監査を行う
（本学が選定した事業者による監査を含む。）。
また、請負者が自ら外部監査を実施した場合は、監査結果を本学に報告すること。
なお、情報セキュリティ監査の実施については、ここに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。

5-2-18 請負者は、本請負の実施における情報セキュリティ対策の履行状況について本学が改善を求めた場合には、本学と協
議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施すること。

5-2-19 請負者は、本学から旅費に係る統計等の資料提出を求められた場合、請負者は、出張申請システムから取得可能な
情報を収集の上、本学まで提供すること。

5-2-20
請負者は、本学の旅費業務に関する制度・運用の変更に対し、適切かつ速やかに対応する体制を有すること。
特に、本学旅費規則の改正が行われた場合には、その内容を踏まえた運用変更や機能調整等を、本学との協議の上
確実に反映できる体制を整えていること。

5-2-15

5-2-16
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